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税理士法人 レガシィ
レガシィマネジメントグループ

─不安はありませんでしたか？
K ：不安というか、相続をやりたいという思いで入社し
たので、難しいという印象はありました。

O ：私は親が相続で苦労したという経験を見ていまし
たので、ぜひ相続の業務を1から10まで経験したい
という意欲がありました。
─ 実際に初めてみて、分からないことや知ってお
きたいことは、どのようにして身に着けていきま
したか？

K ：最初の研修でまずは基礎的なテキストを自分で勉
強する、という時間を取ってもらっているので、そこで
まずは基礎的な知識を吸収することができました。
O ：土地評価に関して、通常ですとソフトに入力してい
き、ある程度自動で算出される部分があるのです
が、レガシィでは土地評価の明細書でブランクがあ
り、そこを埋めていく、という研修があります。この研
修は実務能力を上げていく上で非常に有効でした。
─他に、身に付けていく上で役に立ったことはあり
ましたか。

K ：「分からなかったら人に聞く」というのがレガシィの
全社的な方針でして、今まで人に聞くというのは抵
抗、といいましょうか、みんな忙しい中で時間を割い
てもらうということは申し訳ないと思っていました。

O ：私も同様でしたが、レガシィでは聞きやすい環境と
いうのをつくっているため、すごく助かっています。

─ お2人とも、相続を業務として行うのはほぼ初め
て、という中でレガシィに入ったとお聞きしました。

S.K（以下、K）：前職は会計事務所におりましたが、
実際に業務として行うのは初めてです。

M.O（以下、O）：私も前職は会計事務所で、相続はア
シスタント的なことを行っていましたが、本格的に業
務として行うのは初めてとなります。

また、専門事務所だけあって皆さん知識力があるた
め、聞いたら確実に答えを得ることができます。そこ
は大きいと思います。
─今後、お2人が注力したい部分を教えてください。
K ：私は民法の相続法を、もっと勉強していきたいで
す。税金だけでない相続の全体像を学びたいと思っ
ています。

O ：私は土地評価を極めていきたいと思っています。特
殊な土地の評価は、今は先輩などに聞いている状況
ですが、自分でも考えられるようにしていきたいです。

初めての相続業務
で も 大 丈 夫！
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レガシィカフェ
好評開催中 !

●正社員 ■募集職種 専門正社員
　募集要項 ■応募資格 税理士、税理士科目合格者、公認会計士、会計事務所経験者

■業務内容 資産税業務、コンサルティング業務（相続・事業承継・M＆A等）、その他
■勤 務 地 東京都千代田区大手町（転勤なし）　　■勤務時間　9：00～17：30
■給与待遇  資格・経験・能力を考慮の上、当社規程により優遇　

   賞与年2回支給、通勤手当支給、社会保険・労働保険完備、旅費規程・慶弔規程・退職金規程あり、
  一定年数の勤務に対する永年勤続手当制度あり

■休日休暇　完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始休暇、試験休暇、慶弔休暇、有給休暇

●オフィス見学 ■日　　　時 10月9日（水）・11月13日（水）  18：00～19：30頃
■会　　　場 税理士法人レガシィ  6F レガシィカフェ（地下鉄大手町駅C2b出口直結 JAビル）
■プログラム レガシィの特徴・業務内容や資産税業務のやりがい、オフィスの雰囲気をトコトンお伝えします！

  就職後の不安やお悩みなど、現場のメンバーが丁寧に相談にのります！ 
  お仲間とのグループ参加でも大歓迎の気軽なティータイム！　

■お申し込み・お問い合わせ　 TEL：03-3214-1717 （採用担当：小林・細貝）
  HP： http://legacy.ne.jp　E-mail：saiyo@legacy.ne.jp
●面　　　接 面接は随時行っています。電話連絡後、履歴書をお送りください。

服装自由 ! レガシィ・
カフェには
ここから
お申込み
ください！

〈スタッフ数〉レガシィマネジメントグループ総人数：1,166名　大手町オフィススタッフ総数：147名（内 公認会計士：5名、税理士：34名、税理士5科目合格者：
10名、税理士科目合格者：32名、宅地建物取引士：10名、弁護士：1名）／契約税理士事務所スタッフ数：1,019名（内 税理士：200名）（2019年4月30日現在）

●代表社員 天野隆（公認会計士・税理士）　●所在地　〒100-6806 千代田区大手町1-3-1 JAビル TEL03-3214-1717

下記「応募資格」以外でもレガシィが好きな方は大歓迎！

レガシィに興味を持ってくださった方から、「相続専門の税理士法人
だから、多少なりとも相続業務の経験がないとまずいのでは……？」
と思われる方が多いと聞きます。ところがそうでもないようです。
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